
町からのお知らせ

国
民
健
康
保
険
は
健
康
を
守
る
助
け
合
い
の
制
度
で
す

　

国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
が

国
民
健
康
保
険
税
を
出
し
合
い
、
病
気
や
け

が
を
し
た
と
き
に
備
え
る
制
度
で
す
。

　

国
保
加
入
者
の
医
療
費
は
、
本
人
が
医
療

機
関
の
窓
口
で
支
払
う
一
部
負
担
金
を
除
き
、

残
り
を
国
保
が
支
払
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
仕

組
み
の
お
か
げ
で
、
医
療
費
の
一
部
を
負
担

す
る
だ
け
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
て

い
ま
す
。

●
国
保
税
は
こ
ん
な
こ
と
に
使
わ
れ
て
ま
す

・
診
察
や
治
療
、
薬
や
注
射
な
ど
の
処
置
、

入
院
お
よ
び
看
護
な
ど
の
医
療
費
の
一
部

・
入
院
中
の
食
事
代
の
一
部

・
出
産
育
児
一
時
金

・
葬
祭
費

●
資
格
の
届
け
出
は
お
忘
れ
な
く

　

国
保
税
は
加
入
の
届
け
出
日
か
ら
で
は
な

く
、
国
保
加
入
の
資
格
を
得
た
月
か
ら
課
税

さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
加
入
の
届
け
出
が

遅
れ
る
と
、
加
入
資
格
を
得
た
月
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
国
保
を

や
め
る
時
は
、
や
め
る
月
の
前
月
ま
で
の
月

割
り
で
計
算
し
国
保
税
を
納
め
ま
す
。
国
保

を
や
め
る
届
け
出
を
し
な
い
と
、
保
険
料
と

国
保
税
を
二
重
に
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

　

国
保
税
を
滞
納
す
る
と
、
高
額
医
療
費
の

限
度
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
ら
れ
な
か
っ

た
り
、
い
っ
た
ん
医
療
費
を
10
割
負
担
す
る

こ
と
に
な
る
「
特
別
療
養
費
制
度
」
の
対
象

と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

● 

国
保
税
の
納
付
は
便
利
で
安
心
な
口
座
振

替
が
お
す
す
め
で
す

　

国
保
税
は
、
納
付
書
か
口
座
振
替
で
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
世
帯
内
の
国
保
被

保
険
者
す
べ
て
が
65
歳
以
上
の
人
で
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
と
年
金
か
ら
の
天
引
き
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

　

口
座
振
替
を
希
望
す
る
場
合
は
、
指
定
の

金
融
機
関
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
便

利
で
安
心
、
確
実
な
口
座
振
替
を
ぜ
ひ
利
用

し
ま
し
ょ
う
。

● 

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
が
確
定
申
告
で

使
用
で
き
ま
す

　

２
月
13
日
（
金
）
か
ら
始
ま
る
確
定
申
告

に
、
国
保
か
ら
送
付
し
て
い
る
「
医
療
費
の

お
知
ら
せ
」
が
使
用
で
き
ま
す
。「
医
療
費

の
お
知
ら
せ
」
は
再
発
行
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

大
切
に
保
管
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
住
民
生
活
課

　

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　令和６年度における、御船甲佐クリーンセンターへのごみ搬入量は、合計で7,278㌧でした。
　前年度と比べて209㌧の減少となりました。ごみ搬入量の品目別の内訳については、表１「ごみ搬
入量」のとおりです。
　表２「資源物搬出量」に記載している品目については、御船甲佐クリーンセンター内で中間処理し、
資源物回収業者に売却または再資源化を委託しています。資源ごみ売却に伴う収益は、10,675千円
でした。この収益につきましては、御船甲佐クリーンセンターの運営資金に充てられています。

令和６年度御船甲佐クリーンセンターごみ処理実績

※上記数量は甲佐町と御船町の合算です。

品目  排出量（㌧） 品目  排出量（㌧） 品目  排出量（㌧）

空き缶 40 段ボール 91.4 牛乳パック 2.4

新聞紙 63 雑誌 47.7 古着 24

紙製容器包装 12.3 小型家電 7.4 廃食油 5.2

粗大金属 153 ペットボトル 51.04 乾電池 5

空きびん 127 蛍光管 1.3 食品トレイ 2.3

種別   排出量（㌧）

可燃ごみ 6,162

資源ごみ 538

粗大ごみ 167

直接持ち込み 411

計 7,278

　【お問い合わせ先】
・御船甲佐クリーンセンター　☎096-282-0688
・町環境衛生課（町水道管理センター内）　☎096-234-1169

表１ ごみ搬入量 表２ 資源物排出量 ※網掛けは売却品目
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　町では、令和８年度登録の甲佐ブランド「こうさんもん」新規認定申請品を募集します。
　「甲佐ブランド『こうさんもん』認定制度」は、本町の豊かな自然の中で育った農作物や加工品など
の魅力ある商品を町のブランド品として認定し、町や甲佐町商工会などが応援することで本町の活性化
を目指すものです。
●認定基準
①本町らしさを表現している商品であること（名称やデザインなど本町を表現するもので、イメージ
アップにつながる商品や、主原料または一部に本町産のものを使用していること）
②商品に独自性・優位性があること（ほかの産地や類似商品と比較して、商品の特性に独自のこだわり
があること）
③安全性・生産性・販売体制・認定後の意欲が整っていること
●申請者の条件（申請者は次の①～③のいずれかの条件を満たすものとします）
①個人の場合　町内在住かつ町内に生産もしくは製造拠点が存在すること
②法人の場合　町内に生産もしくは製造拠点が存在すること
③その他、町長が認めたもの
●申請期限　令和８年１月30日（金）午後５時
●認定審査会　令和８年２月（予定）
※詳細は、町地域振興課にお尋ねください。

I n f o r m a t i o n

【申請・お問い合わせ先】
町地域振興課　☎096-234-1154

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

●
国
民
年
金
は
支
え
合
い
の
制
度
で
す

　

国
民
年
金
は
、
老
後
や
障
が
い
を
負
っ
た

と
き
の
生
活
を
、
現
役
世
代
の
み
ん
な
で
支

え
よ
う
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で

す
。

　

具
体
的
に
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
人

が
加
入
し
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
続
け

る
こ
と
で
、
老
後
や
病
気
・
け
が
な
ど
で
障

が
い
が
残
っ
た
と
き
、
家
族
の
働
き
手
が
亡

く
な
っ
た
と
き
に
、
年
金
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
る
制
度
で
す
。

●
国
民
年
金
の
被
保
険
者
は
３
種
類

　

国
民
年
金
に
は
、
職
業
な
ど
に
よ
っ
て
３

つ
の
被
保
険
者
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

学
生
や
自
営
業
の
人
な
ど
が
加
入
す
る
第

１
号
被
保
険
者
、
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
が

加
入
す
る
第
２
号
被
保
険
者
、
第
２
号
被
保

険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
が
加
入
す

る
第
３
号
被
保
険
者
の
３
種
類
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
加
入
手
続
き
や
納
付
方
法
が
異

な
り
ま
す
の
で
第
１
号
被
保
険
者
は
住
民
生

活
課
へ
、
第
２
号
ま
た
は
第
３
号
被
保
険
者

は
熊
本
東
年
金
事
務
所
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
猶
予
制
度

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
経
済
的
に
困

難
な
場
合
、
保
険
料
の
納
付
が
「
免
除
」
ま

た
は
「
猶
予
」
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
学
生
の
人
は
一
般
的
に
所
得
が
少

な
い
た
め
、
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の

場
合
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
学
生

納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
ま
た
は
猶
予
を
希
望
す
る
場
合
は
、

申
請
が
必
要
で
す
。

● 

保
険
料
は
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て

お
く
と
、
将
来
や
い
ざ
と
い
う
と
き
に
年
金

が
受
け
取
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

保
険
料
は
必
ず
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

国
民
年
金
の
ご
相
談
・
手
続
き
に
つ
い
て

は
、
町
住
民
生
活
課
ま
た
は
熊
本
東
年
金
事

務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
町
住
民
生
活
課

　

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

・
熊
本
東
年
金
事
務
所

　

☎
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

令和８年度甲佐ブランド「こうさんもん」新規認定申請品を募集します
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お
知
ら
せ

税
務
署
開
設
の
申
告
相
談
会
は

熊
本
東
税
務
署
で
行
い
ま
す

　

熊
本
東
税
務
署
で
は
、
今
年
も
確
定
申

告
相
談
会
を
行
い
ま
す
。
会
場
の
駐
車
場

に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
公
共
交
通

機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
確
定
申
告
相
談
期
間

　

令
和
８
年
２
月
16
日
（
月
）
〜
３
月
16

日
（
月
）

※
３
月
１
日（
日
）に
限
り
、休
日
も
開
設
。

※
会
場
へ
の
入
場
に
は
、
整
理
券
が
必
要

　

で
す
。
整
理
券
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
の
事

　

前
予
約
が
優
先
さ
れ
ま
す
の
で
お
す
す

　

め
で
す
。
会
場
で
の
当
日
整
理
券
は
、

　

数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。

▼
受
付
時
間

　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

▼
会
場

　

熊
本
東
税
務
署
１
階
事
務
室

　
（
熊
本
市
東
区
東
町
３
丁
目
２
番
53
号
）

▼
事
前
申
告
相
談
会

　

確
定
申
告
期
間
中
の
来
場
者
の
平
準
化

を
図
る
た
め
、
熊
本
東
税
務
署
で
申
告
事

前
作
成
会
（
事
前
予
約
制
）
が
行
わ
れ
ま

す
。

▼
事
前
申
告
相
談
期
間

　

令
和
８
年
２
月
５
日
（
木
）
〜
２
月
13

日
（
金
）

※
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
き
ま
す
。

▼
ス
マ
ホ
で
申
告
が
で
き
ま
す

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
所
得
税
の
確
定

申
告
が
で
き
、
大
変
便
利
で
お
す
す
め
で

す
。

　

詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
東
税
務
署

　

☎
０
９
６
‐
３
６
９
‐
５
５
６
６

２
月
13
日
（
金
）
か
ら
町
の

申

告

相

談

を

開

始

　

町
で
は
、
令
和
８
年
２
月
13
日
（
金
）

か
ら
町
・
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
の

申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。

▼
準
備
す
る
も
の

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

・
収
入
額
を
確
認
で
き
る
も
の

　

給
与
収
入
や
年
金
収
入
の
あ
る
人
は
、

　

源
泉
徴
収
票
ま
た
は
支
払
調
書
を
ご
準

　

備
く
だ
さ
い
。
事
業
所
得
の
あ
る
人
は
、

　

収
支
内
訳
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

・
所
得
控
除
額
を
確
認
で
き
る
も
の

・
国
民
健
康
保
険
税
や
介
護
保
険
料
、
後

　

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
証
明
や
、

　

国
民
年
金
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
地

　

震
保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書
な
ど

・
そ
の
ほ
か
各
種
控
除
な
ど
に
必
要
な
書

　

類
▼
申
告
期
間

　

令
和
８
年
２
月
13
日
（
金
）
〜
３
月
13

日
（
金
）

※
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
き
ま
す
。

▼
会
場

　

町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
・
研
修
室

●
雑
損
控
除
を
受
け
る
方
へ

　

令
和
７
年
８
月
豪
雨
の
影
響
に
よ
り
、

申
告
期
間
中
は
例
年
よ
り
も
大
変
混
雑
が

予
想
さ
れ
ま
す
。

　

雑
損
控
除
を
受
け
る
方
は
、
熊
本
東
税

務
署
に
て
雑
損
控
除
計
算
書
作
成
を
行
っ

た
う
え
で
確
定
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

必
要
書
類
な
ど
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、

事
前
に
熊
本
東
税
務
署
へ
お
問
い
合
わ
せ

の
う
え
、
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
の
所
得
状
況
、
地
震
保
険
の
保
険

　

金
を
受
領
さ
れ
た
方
は
、
そ
の
金
額
な

　

ど
に
よ
っ
て
雑
損
控
除
の
申
告
が
必
要

　

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
不
明
な
点
は
、

　

町
税
務
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
町
税
務
課

くらしの情報
  LOCAL NEWS ＆
  LOCAL INFORMATION

❖ イベント等の開催に関する詳細は
　 各問い合わせ先にご確認ください

お問い合わせ先一覧

❖ 甲佐町役場
　 096-234-1111（代表）

❖ 甲佐町保健福祉センター
　 096-235-8711

❖ 甲佐町教育委員会
　（町生涯学習センター）
　 096-234-2447

❖ 水道管理センター
　 096-234-0755

❖ 町民センター
　 096-234-2459

❖ 老人憩いの家
　（(社 )甲佐町社会福祉協議会）
　 096-234-0423

❖ 御船町甲佐町衛生施設組合
　（クリーンセンター）
　 096-282-0688

❖ 上益城消防署
　 096-282-1955

❖ 御船警察署
　 096-282-1110

❖ 上益城広域連合
　 096-237-2891

❖ 県上益城地域振興局
　 096-282-2111（代表）

❖ 県御船保健所
　 096-282-0016

❖ 県庁
　 096-383-1111（代表）
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☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
２

　
（
内
線
１
１
５
）

・
熊
本
東
税
務
署

　

☎
０
９
６
‐
３
６
９
‐
５
５
６
６

償
却
資
産
の
申
告
は

２
月
２
日
（
月
）
ま
で
に

　

法
人
や
個
人
で
、
工
場
・
商
店
・
農
業

な
ど
の
経
営
を
し
て
い
る
人
や
不
動
産
業

で
駐
車
場
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
を
貸
し
付
け

て
い
る
人
が
そ
の
事
業
の
た
め
に
所
有
す

る
構
築
物
、
機
械
、
器
具
、
備
品
な
ど
を

償
却
資
産
と
い
い
、
固
定
資
産
税
が
課
税

さ
れ
ま
す
。

　

令
和
８
年
１
月
１
日
（
木
）
現
在
で
償

却
資
産
を
所
有
す
る
人
は
、
期
限
ま
で
に

資
産
の
種
類
・
取
得
価
格
な
ど
を
記
載
し

た
申
告
書
を
町
税
務
課
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
10
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
太
陽
光

発
電
設
備
も
固
定
資
産
税
の
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
、
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
本
年
度
の
提
出
期
限

　

令
和
８
年
２
月
２
日
（
月
）

　

詳
細
は
、
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
税
務
課

　

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
２

　
（
内
線
１
１
２
）

くらしの情報

町税などの滞納処分（11月分）

種　別 件数・金額など

捜 索 ０件

差し押さえ件数 ８件

公 売 回 数 ０回

公 売 件 数 ０件

滞納処分関連収入 193,139円

tax

事件・ 事 故 件 数

種　別 発生件数
11月 年累計

人身事故 ０ 12

物損事故 １１ 179

盗難など ０ ７

11月30日現在

traffic safety

出 動 火 災 件 数

種　別 発生件数
11月 年累計

家 屋 ０ ０

原 野 ０ ３

そ の 他 ０ ０

合計件数 ０ ３
12月15日現在

fire prevention

緑川改修事業の促進について要望活動を行いました

　10月27日（月）、本町を貫流する一級河川・緑川
をはじめとする緑川水系の治水対策などの事業や管
理を行う国土交通省に対して、緑川改修期成会（甲
斐高士会長）が、令和７年８月に発生した水害によ
る、緑川の堆積土砂や流木の撤去や堤防の整備など
の河川整備促進について要望活動を行いました。
　甲斐会長は「令和７年８月の水害につきましては、
貴省をはじめ関係機関の迅速かつ的確なご支援をい
ただき、感謝申し上げます。今後も激甚化する水災

害に対し、緑川水系の防災・減災・国土強靭化のた
めの対策は重要です。地域の皆様の生命・財産を守
り、安全・安心な地域づくりのために、早期整備の
促進をお願いいたします」と述べ、金子恭之国土交
通大臣に要望書を手渡しました。

▶緑川改修期成会の主な要望内容（本町関連）
①令和７年８月豪雨被害により堆積した土砂や流木
　の除去
②船津地区防災ステーション整備および築堤事業の
　推進
③国、県および沿川市町が連携して検討する緑川の
　特性を踏まえたハード・ソフト対策の着実な推進
④緑川におけるかわまちづくり支援制度の継続的な
　推進と沿川自治体が実施する事業への協力支援
⑤内水対策に伴う排水機場および排水ポンプの整備
　の協力支援
⑥熊本甲佐総合運動公園の災害復旧および浸水対策
　への支援

▲金子国土交通大臣に要望書を手渡す甲斐緑川改
　修期成会会長（写真中央）
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町
で
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
採
用
予

定
の
職
員
を
追
加
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
職
種

・
一
般
事
務
（
高
卒
程
度
）
２
人
程
度

・
土
木
（
高
卒
程
度
）
１
人
程
度

・
保
健
師
（
資
格
免
許
職
）
２
人
程
度

・
学
芸
員
（
資
格
免
許
職
）
１
人
程
度

▼
申
し
込
み
受
付
期
限

　

令
和
８
年
１
月
８
日
（
木
）
午
後
５
時

▼
試
験
日

　

令
和
８
年
１
月
25
日
（
日
）

※
詳
細
は
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧

　

い
た
だ
く
か
、
町
総
務
課
ま
で
お
問
い

　

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
総
務
課

　

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
４
０

水
道
管
の
凍
結
・
破
裂
に

ご

注

意

く

だ

さ

い

　

寒
波
に
よ
り
最
低
気
温
が
０
度
を
下
回

る
と
水
道
管
が
凍
結
し
、
破
裂
す
る
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。
凍
結
を
防
ぐ
た
め
に
屋
外

の
露
出
し
た
水
道
管
や
蛇
口
に
は
、
布
や

保
温
材
を
巻
き
つ
け
る
な
ど
の
対
策
を
行

い
ま
し
ょ
う
。

▼
水
道
管
が
凍
結
し
た
ら

　

凍
っ
た
部
分
に
布
や
タ
オ
ル
を
か
ぶ

せ
、
ぬ
る
ま
湯
を
ゆ
っ
く
り
か
け
て
く
だ

さ
い
。
熱
湯
を
か
け
た
り
無
理
な
力
を
加

え
る
と
破
損
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

▼
水
道
管
が
破
裂
し
た
ら

　

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
の
バ
ル
ブ
（
止

水
栓
）
を
閉
め
て
、
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
に
掲
載
し
て
い
る
町
指
定
給
水
装
置
工

事
事
業
者
に
修
理
を
依
頼
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
環
境
衛
生
課

　

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
０
７
５
５

　

こ
れ
ま
で
、
町
内
医
療
機
関
で
日
曜
日

と
年
末
年
始
に
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
休
日

当
番
医
が
、
令
和
８
年
４
月
か
ら
次
の
と

お
り
変
更
さ
れ
ま
す
。

▼
変
更
内
容

・
令
和
８
年
３
月
29
日
（
日
）
ま
で

　

町
内
の
医
療
機
関
の
う
ち
、
１
か
所
が

休
日
当
番
医
と
し
て
開
院

・
令
和
８
年
４
月
５
日
（
日
）
か
ら

　

上
益
城
郡
内
５
町
の
医
療
機
関
の
う

ち
、
３
か
所
が
休
日
当
番
医
と
し
て
開
院

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
町
内
で
日
曜
日
お

よ
び
年
末
年
始
に
開
院
し
て
い
る
医
療
機

関
が
無
い
こ
と
が
発
生
し
ま
す
。

　

在
宅
当
番
医
に
つ
い
て
は
、
町
広
報

紙
、
熊
本
日
日
新
聞
（
新
聞
当
番
医
掲
載

一
覧
）、
上
益
城
郡
医
師
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ

ま
す
。
ご
不
便
を
お
か
け
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
健
康
推
進
課

　

☎
０
９
６
‐
２
３
５
‐
８
７
１
１

　

例
年
３
月
に
開
催
し
て
い
る
「
緑
川
ス

ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス
タ
」
に
つ
い
て
、
今
年
度

の
開
催
を
中
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
令
和
７
年
８
月
に
発
生
し

た
豪
雨
に
よ
り
、
町
内
で
の
人
的
被
害
や

浸
水
、
土
砂
崩
れ
な
ど
甚
大
な
被
害
が
生

じ
た
た
め
で
す
。
被
災
さ
れ
た
町
民
の
皆

様
の
早
期
復
旧
・
復
興
を
最
優
先
に
考
え

た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
判
断
に
至
り
ま
し

た
。
ご
理
解
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
地
域
振
興
課

　

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
５
４

　

農
業
者
年
金
は
、
農
業
に
従
事
す
る
人

が
加
入
で
き
る
年
金
制
度
で
す
。

　

自
ら
積
み
立
て
た
保
険
料
と
そ
の
運
用

益
に
よ
り
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
決
ま

る
「
積
立
方
式
（
確
定
拠
出
型
）」
の
年

金
で
、
保
険
料
は
自
由
に
選
べ
、
い
つ
で

も
見
直
し
で
き
ま
す
。
ま
た
、
支
払
っ
た

保
険
料
は
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

農
業
者
老
齢
年
金
は
、
原
則
65
歳
か
ら

生
涯
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象
者

　

20
〜
59
歳
の
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
（
国
民
年
金
保
険
料
納
付
免
除
者
を
除

く
）
ま
た
は
60
〜
64
歳
の
国
民
年
金
の
任

意
加
入
者
で
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

し
て
い
る
人

▼
保
険
料
の
国
庫
補
助

　

認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
を
し
て
い
る

人
や
、
申
告
者
と
家
族
経
営
協
定
を
結
ん

だ
配
偶
者
・
後
継
者
な
ど
要
件
を
満
た
す

人
は
、
保
険
料
の
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
農
政
課

　

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
７
６

令

和

８

年

度

開

始

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
」

　　

令
和
８
年
度
か
ら
始
ま
る
「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
金
制
度
」
は
、
全
世
代
や
企

業
の
皆
さ
ま
か
ら
支
援
金
を
拠
出
い
た
だ

き
、
そ
れ
に
よ
り
子
育
て
世
帯
を
社
会
全

くらしの情報

町
職
員
を
追
加
募
集
し
ま
す

「
緑
川
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス
タ
」

中

止

の

お

知

ら

せ

お
知
ら
せ

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
せ
ん
か

令
和
８
年
４
月
か
ら

休
日
当
番
医
が
変
わ
り
ま
す
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体
で
応
援
す
る
仕
組
み
で
す
。

　
拠
出
さ
れ
た
支
援
金
は
、
少
子
化
対
策
を

促
進
す
る
た
め
に
、
児
童
手
当
の
拡
充
、
妊

婦
の
た
め
の
支
援
給
付
、
育
児
時
短
就
業
給

付
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

　

支
援
金
制
度
の
必
要
性
や
意
義
、
概
要

に
つ
い
て
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。 

▼
開
始
時
期

　

支
援
金
は
令
和
８
年
４
月
分
か
ら
皆
さ

ん
が
加
入
す
る
医
療
保
険
（
国
民
健
康
保

険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
、
健
康
保

険
）
の
保
険
料
（
税
）
と
合
わ
せ
て
、
ご

負
担
い
た
だ
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

実
際
に
徴
収
が
開
始
さ
れ
る
時
期
は
、

加
入
す
る
医
療
保
険
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
。
本
町
に
お
い
て
も
令
和
８
年
度
か
ら

導
入
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
住
民
生
活
課

　

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　
「
ふ
る
さ
と
応
援
チ
ケ
ッ
ト
」
の
利
用

期
限
は
、令
和
８
年
１
月
13
日（
火
）で
す
。

　

利
用
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
利
用
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
お
忘
れ
の
な
い
よ
う
必
ず

期
限
内
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
地
域
振
興
課

　

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
５
４

　

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力
本
部
で
は
、
陸

上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
宇
城
募
集
案
内
所

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
資
格

　

男
子
で
中
卒
（
見
込
含
）
15
歳
以
上
17

歳
未
満
の
者

▼
受
付
期
限

　

令
和
８
年
１
月
15
日
（
木
）

▼
一
次
試
験
日

　

令
和
８
年
１
月
24
日
（
土
）・
25
日
（
日
）

▼
二
次
試
験
日

　

令
和
８
年
２
月
12
日
（
木
）
〜
15
日

（
日
）
の
い
ず
れ
か
１
日

　

ま
た
、
自
衛
官
候
補
生
も
年
間
を
通
じ

て
募
集
し
て
い
ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ
い

て
は
、
自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力
本
部
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

宇
城
募
集
案
内
所

　

☎
０
９
６
４
‐
２
３
‐
２
０
４
７

　

県
で
は
、
県
知
事
と
市
町
村
長
と
で
地

域
の
未
来
像
を
描
き
、
そ
の
実
現
に
向
け

た
取
り
組
み
を
進
め
る
た
め
、
地
域
未
来

創
造
会
議
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
木
村
県
知
事
と
上
益
城
郡

５
町
長
が
、
上
益
城
地
域
の
広
域
的
な
ス

ポ
ー
ツ
振
興
に
つ
い
て
語
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
行
い
ま
す
。

　

参
加
希
望
の
方
は
、
二
次
元
コ
ー
ド
ま

た
は
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時

　

令
和
８
年
２
月
４
日
（
水
）
午
前
10
時

〜
正
午
（
受
付
は
９
時
30
分
か
ら
）

▼
会
場

　

嘉
島
町
民
会
館
・
ホ
ー
ル

▼
基
調
講
演

・
演
題

　
「
ス
ポ
ー
ツ
を
起
点
と
し
た
ま
ち
づ
く

り
を
考
え
る
」

・
講
師

　

一
般
社
団
法
人
ツ
ノ
ス
ポ
ー
ツ
コ
ミ
ッ

シ
ョ
ン
代
表
理
事　

石
原
英
明
氏

▼
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　

木
村
県
知
事

・
パ
ネ
リ
ス
ト

　

御
船
町
長
、
嘉
島
町
長
、
益
城
町
長
、

甲
佐
町
長
、
山
都
町
長

・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

　

石
原
英
明
氏

▼
定
員

　

１
０
０
名
（
先
着
順
・
発
言
不
可
）

▼
参
加
費

　

無
料

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

上
益
城
地
域
振
興
局
総
務
振
興
課

　

☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
３
０
４
４

く
ら
し
安
全

１
月
10
日
は
１
１
０
番
の
日

　　　

１
月
10
日
は
、「
１
１
０
番
の
日
」
で

す
。

　

１
１
０
番
通
報
す
る
際
は
、「
何
が

あ
っ
た
の
か
（
事
件
か
事
故
か
）」、「
い

つ
」、「
ど
こ
で
」、「
犯
人
の
人
相
、
着
衣
、

逃
走
方
向
、
車
の
特
徴
」、「
被
害
の
状
況
、

被
害
品
」、「
あ
な
た
の
住
所
、
氏
名
、
電

話
番
号
」
な
ど
を
落
ち
着
い
て
係
員
に
お

話
し
く
だ
さ
い
。

　

携
帯
電
話
の
場
合
は
途
切
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
立
ち
止
ま
っ
て
か

ら
の
通
報
を
お
願
い
し
ま
す
（
車
な
ど
の

運
転
を
し
な
が
ら
の
通
話
は
で
き
ま
せ

ん
）。
ま
た
通
報
場
所
の
市
町
村
名
と
目

標
物
な
ど
を
正
確
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

　

通
話
終
了
後
は
、
１
１
０
番
セ
ン
タ
ー

か
ら
不
明
な
点
を
お
尋
ね
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
し
ば
ら
く
電
源
を
切
ら
な

い
で
く
だ
さ
い
。
最
後
に
非
通
知
の
人
は
、

電
話
番
号
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

御
船
地
区
防
犯
協
会
連
合
会

　

☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
１
１
０

くらしの情報

「
ふ
る
さ
と
応
援
チ
ケ
ッ
ト
」
の

利
用
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科

学
校
生
徒
を
募
集
し
ま
す

「
広
域
的
な
ス
ポ
ー
ツ
振
興
」
が

テ
ー
マ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
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